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１. これまでの経過と取組状況



村岡新駅周辺地区の位置 1

JR東海道本線藤沢駅からは約2.0km、大船駅から約2.6kmに位置しています。

村岡新駅周辺地区は、本市の東部に位置し、西側は藤沢駅周辺地区に、東側は鎌倉市
深沢地区に近接する約7.3 haの地区です。



１.村岡新駅周辺地区の概要

村岡新駅周辺地区の周辺概要

村岡地区は、昭和16年に藤沢市に合併されるまで、村岡村として鎌倉郡に属しており、
歴史的に鎌倉とも関係の深い土地柄です。

周辺には鎌倉古道や宮前御霊神社などの資源が存在し、湘南ヘルスイノベーション
パークや神戸製鋼所が立地しています。

兜松

神戸製鋼所

湘南
ヘルスイノベーションパーク

御霊神社

村岡新駅周辺地区

（約7.3ha） 新駅
予定地

村岡市民センター

鎌倉古道(上の道)
鎌倉時代、幕府のある鎌倉と各地を
結んだ街道。

宮前御霊神社
940年(天慶3年)に村岡五郎
良文が平将門の討伐祈願の
ために京都の御霊神社(祭神
は早良親王)より勧請(分霊)。
後に鎌倉権五郎景政、葛原
親王、高見王、高望王が祭
神に加えられた。

兜松
弱冠16歳の鎌倉権五郎景政
は「後三年の役」で戦功を挙
げ、1087年(寛治元年)に凱旋、
宮前御霊神社に戦勝報告をし
た。その記念に兜を松の根本
に埋めたといわれるのが由来。

村岡新駅周辺地区の周辺概要 2



本市は、新駅設置と湘南地区における新たな都市拠点の形成に向けた取組みを進め、
平成23年に、藤沢市都市マスタープランへ村岡新駅周辺を都市拠点として位置づけました。
令和3年2月、神奈川県、鎌倉市、本市及びJR東日本で『東海道本線大船・藤沢間村岡
新駅（仮称）設置に関する覚書』を締結、新駅整備を進めることとなりました。

2020

●H30年12月：３県市で『藤沢市村岡地区・鎌倉市深沢地区のまちづくりと
村岡新駅（仮称）設置に関する合意書』を締結

2000
H12

2010
H22 R2

●R3年2月：３県市及びJR東日本で『東海道本線大船・藤沢間
村岡新駅（仮称）設置に関する覚書』を締結

村岡新駅周辺地区のまちづくりに向けた取組経過 3

2030
R12

●R4年3月：村岡新駅周辺地区整備事業に関する都市計画決定及び変更

●R6年10月：村岡新駅の工事着手

●R5年10月：村岡・深沢地区土地区画整理事業
について国土交通大臣が事業認可

●R6年3月： 『村岡新駅周辺地区まりづくり
コンセプトブック』策定

●Ｈ11年：藤沢市都市マスタープランへ都市間の交通体系となる構成要素の一つとして村岡新駅を地域
交通拠点検討ゾーンとして位置づけ

●H23年：藤沢市都市マスタープランへ村岡新駅周辺を都市拠点として位置づけ



新駅整備に向けた事業の進捗について 4

※提供：ＪＲ東日本 無断複製禁止

■村岡新駅・自由通路の完成イメージ■村岡新駅の線路切替イメージ

神奈川県、鎌倉市、本市とＪＲ東日本の４者で『東海道本線大船・藤沢間村岡新駅（仮
称）設置に伴う工事等の施行に関する協定』を令和6年5月20日に締結し、令和6年10月に
工事着手しました。

新駅の開業は令和14年頃を予定しています。



藤沢市都市マスタープランで、都市拠点の１
つとして研究開発拠点に位置付けています。
６つの拠点は機能分担と連携を図ることに
よって、市全体の活力創出を目指します。

■将来都市構造図

健康と文化の森
【学術文化新産業拠点】

藤沢駅周辺
【中心市街地】

湘南台駅周辺
【文化・交流拠点】

辻堂駅周辺
【広域連携・複合拠点】

片瀬・江の島
【広域海洋リゾート・
レクリエーション拠点】

村岡新駅周辺

村岡新駅周辺

【研究開発拠点】
◇深沢地区と連携・⼀体となり、先進
的な研究開発、⽣産、業務機能が
集積した広域に発信する拠点

藤沢市都市マスタープラン上の位置づけ 5



４.都市計画決定等案件とスケジュール

3・3・4号宮前公園

用途地域
・準工業地域
・第一種住居地域（準防火地域）
建蔽率：60％
容積率：200％

村岡新駅周辺地区の都市計画状況 6

2・2・71号十二天公園

3・5・16号藤沢村岡線

3・4・23号村岡新駅南口通り線



村岡・深沢地区のまちづくり 7

村岡・深沢地区は、湘南圏域における新たな地域の拠点形成を目指し、一体施行の土地
区画整理事業により、藤沢市村岡地区と鎌倉市深沢地区のまちづくりを進めるために、まち
づくりに関する役割分担等を次のように定めました。

出典 湘南地区整備連絡協議会資料ＪＲ（３県市）：新駅整備事業



官民連携による
まちづくりに活用する用地

まちづくり・土地活用 8

事業範囲

周辺に研究開発機能が集積する一帯において、研究開発拠点を形成し、価値向上を図るために、本地
区では、研究開発機能の向上や連携、共創につながる役割も担い、求心力を持つことで、周辺の企業や
学術機関、住民などと連携することを目指し、まちづくり方針等を策定しています。

土地区画整理事業区域

そのため、新駅北側の市有地（藤沢市土地開発公社が保有する湘南貨物駅跡地を市が取得予定）及
び土地区画整理事業の保留地を有効活用するとともに、民間の活力や民間等との共創を実現できる官
民連携手法により取組を進めています。

本市が目指す拠点形成に向け、民間のノウハウや創意工夫がある事業検討パートナーと対話等を行
い、公募条件等、必要な方策の検討を行っています。



新駅設置とまちづくりの進捗状況について 9
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コンセプトブック策定●

概ね７年

・線路切替

・新駅ホーム

・自由通路 等

まちづくり組織の検討／運営

官民連携事業に関する検討／事業者等の選考 事業者等と連携したまちづくりの推進



２. 村岡新駅周辺地区のまちづくり方針等



令和元年度に『村岡新駅周辺地区まちづくり検討会議』を設置し、地区及びまちづくり
を取り巻く状況や社会状況の変化等を見据えて、まちづくりコンセプトの深度化やその
実現に向けた考え方、市全体に対する役割・効果等を検討・整理してきました。

『村岡新駅周辺地区まちづくり方針』は、検討成果を踏まえ、まちづくりの将来像や方
向性など、村岡新駅周辺地区のまちづくりを進める際の「まちのあり方」を示す指針とし
て、令和3年3月に定めたものです。

村岡新駅周辺地区まちづくり方針の位置づけ

村岡新駅周辺地区まちづくり方針 10



目指す将来地区像 11

※ 尖る創造 ・・・・研究者・開発者等創造性豊かな人材の「知」が集積し、最先端の研究・ものづくりから創造を生み出すこと
※ 広がる創造・・・市民が「尖る創造」との交流や情報等に身近に触れ、創造力が喚起されることで暮らしや感性をより豊かにすること

村岡新駅を中心に、知的人材の集積を活かし世界に誇る「尖る創造」と地域や市民と共に

創り出す「広がる創造」が相互に作用することで好循環を生み出す、新たな研究開発拠点を

形成します。



４つの重要テーマと街の機能構造のイメージ 12

まちの基本となる基盤（安心安全、緑豊かな環境形成）の上に、次代にふさわしい交通結

節点の形成とクリエイティブ人材や交流人口を生み育む創造的な場づくりを進めることで、

将来地区像を実現します。

※グリーンインフラ・・自然環境が持つ多様な機能やしなやかな回復能力等の特性を活用し、持続可能な地域づくり等を進める概念・仕組み。
※ レジリエンス・・・回復力。物事が望ましくない状況から脱して安定的な状況を取り戻す力。



４つの重要テーマに基づいた導入機能のイメージ 13

まちづくり方針 ４つの重要テーマに基づいた導入機能のイメージ

将来地区像を実現する４つの重要テーマを実現するために、研究開発拠点の核となる

場づくりとして、研究系機能やオフィス機能、情報発信機能といった「研究・開発の場」と、

飲食機能や生活サービス機能、サービスアパートメント機能といった「憩い・リフレッシュの

場」の形成を目指します。



空間づくりの考え方 14

空間づくりを行う上で基本的な考え方を整理し、研究開発拠点として必要な空間整備の

方針を定め、拠点の形成を目指します。



まちづくりコンセプトブック 15

●第１章 新たなまちづくりに向けて

本地区の位置づけや地域性から、今後の村岡らしいまちを共創していくに

あたって重視したい地域の文脈や位置づけ

●第２章 まちのビジョンとデザイン要素

地域の文脈を踏まえたまちづくりの考え方や方向性を共有するための概念

●第３章 目指す空間デザインのイメージ

村岡を育んできた地域の文脈を踏まえた空間のつくり方・イメージ

●第４章 マネジメント・ルールの方向性

整備段階に応じてのまちづくりのマネジメントルールの設定

「村岡新駅周辺地区まちづくり方針」の将来地区像「尖る創

造と広がる創造を生み出す街」の実現に向け、まちに関わる

人が、同じ想いを持ちながらまちづくりを進めていくために、

大事にしてほしいこと、考えてほしいことなどをまとめたもの

です。

■将来地区像の実現に向けて、

まちに関わる全員への「共創を促すためのメッセージ」



創造性を育む３つのビジョン 16

●第２章 まちのビジョンとデザイン要素



空間を捉える視点 17

かつての丘陵と緑・道の連なり、これまで培われてきた都市の機能、再構築する南北軸等、
新駅とまちの整備を通じて村岡固有の大地のつながりを改めて創出したいと考えています。
また、村岡地区の豊かな歴史文化資源や公共施設、研究開発施設との一体性・連続性を
生み出すとともに、都市空間として周辺からの見え方・見せ方に配慮した印象的な景観を生
み出すため、３つのスケールを視点から空間を捉えます。

●第３章 目指す空間デザインのイメージ

■３つのスケール（都市スケール、地区・街区スケール、場所スケール）



目指す空間デザインのイメージ 18



駅北街区の目指す空間デザインのイメージ 19

■駅北街区の目指す空間デザインのイメージ

駅北街区から駅方向を見たイメージ

富士山や鎌倉の山並み、村岡の丘陵地、周
辺の緑景観といった景色とも調和するような
建物配置や空間づくりを行っていきたいと考
えています。

周辺エリアから地区内での活動や交流の様
子が良く見えることで、訪れてみたいと思え
るような空間を形成したいと考えています。

自由通路から駅北側を見たイメージ

●村岡の顔となる空間
●街区を通り抜ける動線環境の確保
●オープンスペースでの活動を
見せる空間構成

●周辺の景色をつかみとり、一体化する
●丘を感じられる空間



駅南街区の目指す空間デザインのイメージ 20

■駅南地区の目指す空間デザインのイメージ

御霊神社や旗立山の緑と景観的につながる

御霊神社や旗立山の緑は地域のシンボルとなる景色であることから、
駅周辺からこれらの緑を見ることができる空間をつくりたいと考えています。

地域のシンボルが駅等からみれる

地域のシンボルを景観の中心に据えて建物を配置する

鎌倉古道から駅北街区方向を見たイメージ駅前広場からシンボル道路を見たイメージ



３. 空間形成・土地利用の考え方



空間形成の考え方（駅北街区） 21

駅北側の空間形成のコンセプトである「丘」の実現のため、オープンスペースや建物で構成される
シルエットは、北側エリアの全体が駅前ランドマークとして一体となる空間を想定しています。

■ 村岡の丘陵地から空間構造のつながりを広げたい

コンセプトブックを踏まえた考え方



空間形成の考え方（駅南街区） 22

駅南側の空間形成は、コンセプトである御霊神社や旗立山（地域のシンボル）の見える空間の実現
のため、景観的なつながりを踏まえたものを想定しています。
この空間構成は、明瞭に視認できるポイントの創出とともに、視野の一部に地域のシンボルを見つけ
ることができる空間の創出のため、高低差を設けつつ、一体感のある建物の集合体と考えます。
集合体である構成要素としての建物の形状は、高さとボリュームのバランスを図るとともに、建物の
位置は、地域のシンボルを感じる配置を想定しています。

■ 村岡らしさを際立たせる駅前空間でありたい

コンセプトブックを踏まえた考え方



本地区には、オープンスペースを配置し、様々な機能が集積する空間において、多様な交流につなが
るよう、各機能のあるプライベートスペースと有機的につながるような配置を想定しています。
各機能とオープンスペースをつなげることにより、両者の境界をなくした使い方をするとともに、各機能
同士の連携も図れるような使い方を想定しています。

土地利用計画の考え方 23

■まちづくり方針 ４つの重要テーマに基づいた導入機能のイメージ

コンセプトブックを踏まえた考え方



都市計画の考え方について 24

本地区での空間構成と土地利用は、他の都市拠点と比較し、形状がコンパクトかつ不整形な
エリアで展開されます。
その地区に、研究開発を中心とした様々な機能を集積させつつ、それらの機能が本来の働き
を効率的に発揮し、都市拠点としての役割を担える規制や誘導を検討しています。
また、集積する機能をもとに誘導したい建物の用途は、研究開発施設をはじめ、業務の利便
の増進を図るための施設のほか、周辺の暮らしの質を高める施設等、多岐にわたることから、
これらの実現に向け、都市計画の検討を進めています。



４. 今後のスケジュール



・地域地区の変更
・地区計画の変更

・地域地区の変更
・地区計画の変更

今後のスケジュールについて

都市計画審議会（報告）

都市計画審議会（報告）

都市計画説明会・公聴会の開催

都市計画審議会（公聴会報告）

都市計画審議会（付議）

本日

令和8年5月
～8月頃

令和8年度中

神奈川県との法定協議
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